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中小企業の売上減少による⽀援策概略

売

上

5％
以上減

・信用保証協会80％保証
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・危機対応融資
・雇用調整助成金（1）

・セーフティ―ネット5号、指定738業種
・日本政策金融公庫（最大3億円）
・商工中金（最大3億円）
・企業が支払う休業手当の一部を国が助成
（最大90％超）

20％
以上減

・借入債務の100％保証
・納税猶予

・セーフティ―ネット4号
・法人税・消費税の支払いを1年間猶予（担保
不要・延滞税なし）

50％
以上減 ・持続化給付金 ・法人200万円・個人100万円（最大）

緊急事態宣言
後、自治体要
請での休業等

・感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金（2）

・東京都は100万円（最大）
・平均賃金の100％水準の休業手当を支払った
場合、国が全額補助

その他 ・業態転換支援事業補助金
・申告期限・納付期限の延⻑

・飲食店☞テイクアウト・宅配など
・法人税・消費税等（現在のところ期限なし）
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持続化給付⾦
（法人編）
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https://www.jizokuka-kyufu.jp/

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
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前期の売上高
収益計上基準に注意
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【金融機関により違う】
・銀行名・支店番号
・支店名・口座種別
・口座番号・名義人
のすべてをスキャン
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感染拡⼤防⽌協⼒⾦
（東京都）
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https://www.tokyo-kyugyo.com/

https://www.tokyo-kyugyo.com/


感染拡⼤防⽌協⼒⾦の概要
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趣旨 東京都における緊急事態措置等の期間（令和2年4月11〜5月6日）において、休業や時
間短縮要請の対象施設（事業者）への協力

支給額 50万円（2事業所以上で休業とに取り組む事業者は100万円）

申請要件

（すべて
の要件を
満たすこ
と）

①東京都内に事業所を有する中小企業及び個人事業主
②「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時
間短縮の協力を要請されている施設

③令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間（申請書記入期間）のにおいて東京
都の要請に応じ休業や時間短縮を行ってる。

申請受付 令和2年4月22⽇〜令和2年6月15日まで
申請方法 ①オンライン ②郵送 ③持参

不正受給 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、次の金額を支払う。
①協力金 ②協力金と同額の違約金

申請書類
別紙
専門家の確認☞ ①税理士 ②公認会計士 ③中小企業診断士 ④行政書士
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業態転換支援事業
（東京都中小企業振興公社）
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https://www.tokyo-
kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html

https://www.tokyo-
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業態転換支援事業概要
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助成金 「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金
額を確定し、取組完了後に後払いで交付するものです。

申請対象 東京都内で飲食業を営む中小企業者（個人事業主含む）
助成限度額 100万円
助成率 助成対象経費の4/5以内（最大経費125万円）

主な助成
対象経費

新たにテクアウト・宅配・移動販売を開始する際の初期費用
①販売促進費（印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等）
②車両費（宅配用バイクリース料、台車 等）
③器具備品費（WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等）
④その他（宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等）

申請受付
交付決定から令和3年1月31日まで（ただし、着⼿⽇（契約・発注⽇）から最⻑3ヶ月間）
※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した経費も契約・支払いの確認（契約書や発注
書、領収書等）ができれば対象となります。

申請方法 郵送のみ（簡易書留）

不正受給 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した時
①助成金の返還 ②関係者の公表

申請書類 別紙
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申告・納付期限の延⻑
（財務省・国税庁）
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https://www.nta.go.jp/taxes/sh
iraberu/kansensho/index.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/sh


申告期限の延⻑及び納税猶予
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期限延⻑

内 容 コロナウイルス感染症の影響を受けて、期限までに申告が困難な場合には、個別・柔軟に申告期限の
延⻑が認められる。

理 由

自社や関係先などで感染の影響を受けただけでなく、次のような理由により通常の業務体制が維持で
きないことや、決算作業が間に合わない。
①体調不良により外出を控えている人がいる
②平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
③感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務をしている
④感染拡大防止のため外出を控えている

期 限 申告・納付ができない、やむを得ない理由がやんだ日から2月以内の日を申告・納付期限とする
☞申告書等を作成・提出することが可能となった時点

税 目 法人税、消費税（中間申告を含む）・源泉所得税など
手続き 申告書余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と記載

納税猶予

原 則
要 件 ①納期限から6か月以内に申請

②猶予を受けようとする国税以外に滞納がない

内 容 ①原則として1年間納税猶予
②延滞税の軽減（通常年8.9％☞平成2年中軽減後年1.6％）

特 例

要 件
①令和2年2月以降任意の期間（1ヵ月以上）において前年同期比の収入が20％以上減少
②一時に納付することが困難
③令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日迄に申請

内 容
①令和2年2月1⽇〜令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等
（遡り可能）
②1年間の納税猶予
③無担保・延滞税なし
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特別融資制度
（公庫・⺠間⾦融機関）
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https://www.mof.go.jp/financial
_system/fiscal_finance/coronavi

rus-jigyousya/corona-
jigyousya.pdf

https://www.mof.go.jp/financial
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シンフォニー様_看板イメージ




